
　この水質基準の改正では、カビ臭物質（ジェオスミン、2－メチルイソボルネオール）が新たに加わり、本市の水質管理上重要な
課題となっている。このような大幅な水質基準の拡充、強化等に対応するため、カビ臭物質、消毒副生成物及び微量化学物質に関
しても試験検査体制の整備を図っている。そうして、水源から蛇口まで綿密な水質試験を実施し、お客さまが安心して飲める安全
でおいしい水の供給に努めている。

た、浄水処理薬品は年4回の抜取り検査によって品質の確
認をしている。

　水道法第20条で定められた残留塩素等の毎日検査は、
46か所（水質局を含む）の給水栓について行っており、定期水
質試験についても月1回行っている。
　お客さまからの水質についてのお問い合わせは、窓口で
ある工事事務所・お客さまセンターと連携して対処している。


